
グループホーム・社会福祉施設等で 

イングリッシュガーデンへご来園されるお客さまへ 

 
① 皆さまにスムーズにご入園いただくため、ご来園の際には事前にお知らせいただきます

ようお願いします。 

② マイクロバス等、施設のお車でお越しの際は柳が崎湖畔公園有料駐車場をご利用願いま

す。（駐車料金有料）乗降時に関しては、大津館前ロータリーにて停車可能です。 

③ 車いすの貸し出しを行っております。ご利用当日、大津館フロントまでお申し出くださ

い。（4 台あり、事前予約不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳が崎湖畔公園・びわ湖大津館指定管理者 京阪・琵琶湖汽船グループ 

TEL：077-511-4187・FAX：077-511-3228 

（受付時間 9：00～19：00） 

【減免申請書の取り扱いについて】 

大津市都市公園条例にもとづき、入園料の障害者割引・高齢者割引がございます。減免申

請書をご提出いただきますと、入園時における各入園者の手帳の個別提出が不要になりま

す。また、一部施設に限り職員・引率者の方も、料金割引の対象になります。 

※但し、職員・引率者の人数が介助を必要とする方の人数より多い場合は、その方は通常料

金を頂戴します。 

【減免申請書のご利用の流れ】 

① ご利用日前日の 19 時 00 分までにびわ湖大津館へご提出ください。（FAX 可） 

ご利用日当日は、申請書の原本をガーデンのチケットブースに必ずご提出ください。 

② 当日のご人数の若干の変更は可能ですが、全面取消や当日の新規受付は致しかねます。 

③ 減免申請をされた場合は、代表者様がご一括・現金でお支払いください。 

※領収書の個別対応不可 
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柳が崎湖畔公園イングリッシュガーデン入園料の減免に関する規則 

 

（ 趣 旨 ） 

第 1 条 この規則は、柳が崎湖畔公園イングリッシュガーデン入園料の減免について必要 

な事項を定めるものとする。 

 

（入園料の減免） 

第 2 条 大津市都市公園条例別表第 2 により、入園料を減免することが出来る場合及びそ

の額は、次に定めるところによる。但し、下記の減免と他の割引を併用すること 

は出来ない。 

(1) 65 歳以上の者  

(2) 身体障害者福祉法第 15 条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 

(3) 滋賀県療育手帳制度実施要項に規定する療育手帳の交付を受けている者 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条に規定する精神障害者保健 

福祉手帳の交付を受けている者 

(5) 上記(2)から(4)の者を介護する者（上記の者 1 人につき 1 人に限る） 

 2  前項(1)から(4)の入園料の減免を受けようとする者は、何れかの身分を証する書面 

を入園料支払いの際に提示しなければならない。 

 

（団体の入園料減免） 

第 3 条 介護施設またはそれに準ずる施設においてイングリッシュガーデンの入園料の減

免を受ける場合は、当社既定の減免申請書を提出することにより、前条にかかわら

ず減免を受ける事が出来る。ただし、下記の項目に従うものとする。 

  (1) 利用人員が、15 名様以上の団体に限る。 

 (2)  減免申請書は事前に提出し、利用日時と利用人員を事前に連絡するものとする。 

     また、利用日が複数になる場合も利用日時と各利用人員を連絡するものとする。 

  (3) 入園料は、利用日当日に代表者が全員分支払うものとする。 

  (4) 利用の際に乗ってきた車は、柳が崎湖畔公園駐車場に入庫するものとする。ただ 

し、特別な理由がある場合はその限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳が崎湖畔公園指定管理者 

京阪･琵琶湖汽船グループ 

TEL：077-511-4187 / FAX：077-511-3228 



 

 

 

入 園 料 減 免 申 請 書 

 

申請日：    年   月   日  

 （あて先） 

びわ湖大津館  殿 

                    住所 

 

                申請者 団体名                印 

 

代表者 

 

連絡先 

 

柳が崎湖畔公園イングリッシュガーデン入園料の減免に関する規則に基づき申請します。 

 

利用日  西暦      年    月    日   

利用時間     ：     ～     ：      

利用人数 

 

             名  （そのうち、職員        名） 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印鑑は、施設の公印を捺印してください。（代表者印・担当者印は不可です。） 

※障がい者施設以外の場合、職員の方は通常料金を頂戴します。 




